高齢者インフルエンザ予防接種について（説明書）
１　インフルエンザについて
インフルエンザは、例年初冬から春先にかけて流行します。インフルエンザにかかった人が咳やくしゃみなどをすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染します。

症状は、突然の高熱（通常38℃以上の高熱）、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などで、普通の風邪に比べて全身症状が強いのが特徴です。気管支炎や肺炎などを合併し、重症化することが多いのも特徴です。特に高齢者や、年齢を問わず呼吸器、循環器、腎臓に慢性の病気を持っている者、糖尿病などの代謝疾患、免疫機能が低下している者では、入院や死亡の危険が増加するといわれています。
２　ワクチンについて
この予防接種を受けることで、インフルエンザの発症を予防したり、インフルエンザによる重症化や死亡を防ぐ効果が期待されます。

予防接種を受けてから抵抗力がつくまでに２週間程度かかり、約５ヶ月程度効果が続くとされています。一般的には６５歳以上の者は、１シーズン１回の予防接種で効果があります。
３　予防接種の副反応

注射した部位に赤み、腫れ、痛みが出ることがあります。発熱や悪寒、頭痛、全身のだるさなどがみられることもありますが、通常２～３日のうちに治ります。また、接種後数日から２週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害などの症状が報告されています。

非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがあらわれることがあります。
４　接種対象年齢
  法律で定められた対象者は満65歳以上の者です。また、60歳～65歳未満で、重度の心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害がある者も対象となります。
本人の意思と責任で接種を希望する場合に限り接種を行います。接種を希望しない者に、原則として予防接種をすることはありません。
５　予防接種を受ける前に
（１）一般的注意
説明書をよく読んで、必要性や副反応について理解しましょう。

接種を受ける者がご自身で署名してから、受けてください。
自筆できない者は、代筆者が署名し続柄を記載してください。

（２）予防接種を受けることができない者
①明らかに発熱のある者（通常37.5℃以上の場合）
②重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
③ワクチンに含まれる成分によって、アナフィラキシーを起こしたことが明らかな者
④以前インフルエンザの予防接種を受けた時、２日以内に発熱、発疹、じんましんなどアレルギーと思われる症状がみられた者
⑤その他、医師が不適当な状態と判断した場合

上の①～④に該当しなくても医師が接種不適当と判断したときは接種できません。

（３）予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなくてはならない者
①心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患などの基礎疾患をお持ちの者
②今までに、けいれんを起こしたことがある者
③今までに、免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
④間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系の病気がある者
⑤インフルエンザワクチンの成分または鶏卵、鶏肉、その他の鶏由来のものに対して、アレルギーがあるといわれたことがある者
（４）予防接種を受けた後の一般的注意事項
①予防接種を受けた後３０分間は、急な副反応が起こることがありますので、医師（医療機関）とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。

②入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
③接種当日はいつも通りの生活でかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
④高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、すみやかに医師の診察を受けてください。
（５）その他
このワクチンと他のワクチンとの同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
６　予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期接種を受けた方に、重篤な健康被害を受けた場合、その接種が当該予防接種と因果関係があると厚生労働省が認定したときは、予防接種法に基づく救済の対象となる場合があります。詳しくは、健康推進課へお問い合わせください。　
－裏面もご覧ください－





【 雫石町健康推進課 TEL ０１９－６９２－２２２７ 】
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